
長浜市告示第１４７号 

 

 長浜市結婚新生活支援事業補助金交付要綱（令和３年告示第10号）の一部を次のように

改正する。 

 

  令和６年３月２７日 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

 題名を次のように改める。 

   長浜市結婚等新生活支援事業補助金交付要綱 

第１条中「婚姻」の次に「又はパートナーシップ宣誓（以下「婚姻等」という。）」

を加え、「新婚世帯」を「新婚等世帯」に改める。 

第２条第１号を次のように改める。 

 (1) 新婚等世帯 次に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。 

  ア 当該年度の初日の属する年の１月１日から翌年の３月１５日までにおいて、婚姻

届を提出し、受理された夫婦 

イ 当該年度の初日の属する年の１月１日から翌年の３月１５日までにおいて、長浜

市又はパートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定を締結した地方公共団体にお

いてパートナーシップ宣誓（以下「宣誓」という。）をした２人（以下「宣誓者」

という。） 

第２条第２号及び第３号中「婚姻」を「婚姻等」に改める。 

第３条中「新婚世帯」を「新婚等世帯」に改め、同条第１号中「夫婦」の次に「又は宣

誓者（以下「夫婦等」という。）」を加え、同号中「長浜市結婚新生活支援事業補助金交

付申請書兼請求書（様式第１号）」を「長浜市結婚等新生活支援事業補助金交付申請書兼

請求書（様式第１号の１又は様式第１号の２）」に改め、同条第２号中「婚姻時」の次に

「又は宣誓時」を加え、「夫婦」を「夫婦等」に改め、同条第３号中「夫婦」を「夫婦等」

に改め、同条第４号中「内閣府及び」を「こども家庭庁又は」に改め、同条第６号中「内

閣府」を「こども家庭庁」に改め、同条第１０号中「夫婦」を「夫婦等」に改める。 

第５条第１号中「夫婦」を「夫婦等」に改め、「婚姻日」の次に「又は宣誓日」を加え

る。 

第６条第１項中「長浜市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書」を「長浜市結

婚等新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書」に改め、同項第１号中「婚姻」を「婚姻

等」に、「又は婚姻届受理証明」を「、婚姻届受理証明又はパートナーシップ宣誓書受領

証の写し若しくはパートナーシップ宣誓書受領証カードの写し」に改め、同項第１２号中

「様式第３号」を「様式第３号又は様式第３号の２」に改め、同条第２項中「様式第４号」

を「様式第４号又は様式第４号の２」に改める。 

様式第１号を次のように改める。  



様式第１号（第３条、第６条関係） 

 



 

  



様式第１号の次に次の１様式を加える。  



様式第１号の２（第３条、第６条関係） 

 
 



 

  



様式第３号を次のように改める。  



様式第３号（第６条関係） 

 



様式第３号の次に次の１様式を加える。  



様式第３号の２（第６条関係） 

 



様式第４号を次のように改める。  



様式第４号（第６条関係） 

 



様式第４号の次に次の１様式を加える。  



様式第４号の２（第６条関係） 

 



附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


